
保有する個人データに関する周知事項 

 

1．組織の名称，住所，代表者氏名 

法人名：株式会社システムワン 

法人住所：神奈川県横浜市神奈川区金港町 6-3 横浜金港町ビル 3F 

法人代表者：代表取締役 伊賀 宏行 

 

2．個人情報保護管理者 

個人情報保護管理者：システム開発部課長 田中 直和 

連絡先：TEL：045-441-1101 FAX：045-441-1102 

 

3：保有する個人データの利用目的  

株式会社システムワン（以下、当社）が保有する個人データ（ご本人様より直接取得す

る個人情報）の利用目的は、当社への採用希望者の選考，選考結果の通知及び入社後の

雇用管理及び当社へのお問い合わせの回答のために利用します。  

尚、顧客より委託されたシステム開発業務で取扱う個人情報の利用目的は下記をご参照

ください。 

  委託されたシステム開発業務で取扱う個人情報の利用目的  
 

 

当社は以下の場合を除き、予め定めた利用目的以外に個人情報を利用することは一切ご

ざいません。  

（１）新たな利用目的に関して、ご本人様の同意を予め得ている場合 

（２）法令に基づく場合。 

（３）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

（４）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（５）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

 

 

 

 

 

https://www.sys1.co.jp/privacy/InCommissionedWorkUsePurpose.pdf


 

４．保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 

  ＜個人情報相談窓口＞ 

株式会社システムワン   

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 6-3 横浜金港町ビル 3F 

TEL：045-441-1101 

（受付時間：9時から 18時  土曜・日曜・祝日及び当社休業日を除く） 

FAX：045-441-1102 

 

５．保有個人データの開示等又は第三者提供記録の開示請求に関する手続き  

当社が保有している保有個人データに対する利用目的の通知，開示，内容の訂正，追加，

削除，利用の停止，消去及び第三者への提供の停止（以下、開示等）又は第三者提供記録

の開示請求には適切かつ、遅滞なく対処いたします。尚、保有個人データの開示等又は第

三者提供記録の開示が出来ない場合には、その理由を通知します。 

当社における保有個人データの開示等手続き又は第三者提供記録の開示手続き，お問合せ

及び苦情のお申し出の方法は、以下の通りです。 

 

保有個人データの開示等請求又は第三者提供記録の開示請求に関する手続きは、下記の様

式をダウンロードし、4項で明記した「個人情報相談窓口」まで持参又は郵送にてご請求

下さい。 

  使用する様式： 個人情報開示等申請書 

 

尚、保有個人データの利用目的の通知，開示，第三者提供記録の開示には、手数料は掛か

りません。 

 

６．保有個人データの安全管理のために講じた措置 

 （基本方針の策定） 

個人データの適正な取扱いの確保のため「個人情報保護方針」を制定し、関係法令・関係

ガイドライン等の遵守を踏まえた個人情報保護マネジメントシステムを確立・実施・維持

すると共に継続的に改善する。 

 

（個人データの取扱いに係る規程の整備・運用） 

個人データの取得，利用，保管及び廃棄等を行う場合の基本的な取扱方法の規定を整備

し、運用する。  

 

（組織的安全管理措置） 

規定した取扱方法に従って個人データが適切、かつ有効に取扱われていることを内部監査

によって確認する。 

https://www.yamate-kigyo.jp/pdf/shinseisho.pdf
https://www.sys1.co.jp/privacy/ApplicationForm_V2.0.pdf


 

（人的安全管理措置） 

個人データを取扱う従業者に定期的な個人情報保護教育を実施する。 

併せて、従業者から個人データについての秘密保持に関する事項を遵守する誓約（退職後

含む）を誓約書にて取得する。 

 

（物理的安全管理措置） 

個人データを取扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧できない

ようなアクセス制限を実施する。 

個人データを取扱う機器，電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を

講じると共に、当該機器，電子媒体及び書類等を持ち運ぶ場合には、容易に個人データが

判明しないよう措置を実施する。 

 

（技術的安全管理措置） 

個人データを取扱うことのできる機器及び当該機器を取扱う従業者を明確化し、個人デー

タへの不要なアクセスを防止する。 

個人データを取扱う機器を外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕

組みを導入する。  

 

 

－ 以上 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


